

システム送達を受ける旨の包括届出
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令和●年●月●日　　
　
（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、裁判所に係属する民事訴訟法（令和４年法律第４８号による改正後のもの）の適用があるすべての事件について、民事訴訟法第１０９条の２第１項本文所定の方法による電磁的記録の送達（システム送達）を受ける旨を包括的に届け出ます。

　また、私がシステム送達の通知を受ける連絡先は、私のmintsアカウント（当事者ID　　　　　　　　　　）に登録されたメールアドレスのとおりです。

　以上











	【届出に当たっての留意事項】
○　システム送達を受ける旨の包括届出は、ご自身のID・パスワードを入力してmintsにサインインし、「アカウント設定画面」の「システム送達包括届出設定」を「あり」にした上で、「添付ファイル（本人・資格確認資料以外）」にアップロードしてください（個別の事件毎に提出するものではありませんので、ご注意ください。）。
○　この届出をすると、その届出以降、あなたが当事者となる改正民事訴訟法の適用されるすべての事件でシステム送達がされることになります。



2

